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○
老
齢
基
礎
年
金
に
上
乗
せ

老
齢
基
礎
年
金
の
年
金
額
は
7

9
2
、
1
0
0
円
（
平
成
18
年
度

満
額
＝
40
年
間
保
険
料
納
付
）
で

す
が
、
老
後
に
受
け
る
老
齢
基
礎

年
金
を
よ
り
高
い
も
の
に
し
た
い

と
考
え
て
い
る
方
の
た
め
に
、
付

加
年
金
制
度
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
毎
月
の
国
民
年
金
保

険
料
（
月
額
1
3
、
8
6
0
円
・

平
成
18
年
度
額
）
に
付
加
保
険
料

を
上
乗
せ
し
て
納
め
る
こ
と
で
、

上
乗
せ
の
付
加
年
金
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
仕
組
み
で
す
。

厚
生
年
金
保
険
な
ど
の
被
用
者

年
金
に
加
入
し
て
い
る
方
は
、
報

酬
に
よ
っ
て
保
険
料
や
給
付
額
が

増
減
し
ま
す
が
、
自
営
業
者
な
ど

の
国
民
年
金
の
第
1
号
被
保
険
者

の
方
は
、
保
険
料
と
給
付
額
（
老

齢
基
礎
年
金
）
が
定
額
で
す
。

こ
の
た
め
、
第
1
号
被
保
険
者

で
将
来
の
生
活
設
計
に
合
わ
せ
て

年
金
額
を
よ
り
高
い
も
の
に
し
た

い
方
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
制
度

で
す
。

こ
の
付
加
年
金
保
険
料
は
、
国

民
年
金
保
険
料
と
同
じ
く
全
額
が

所
得
税
・
市
民
税
等
の
社
会
保
険

料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

○
付
加
年
金
の
額
は
？

付
加
年
金
に
加
入
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
は
、
国
民
年
金
の
第
1

号
被
保
険
者
ま
た
は
任
意
加
入
被

保
険
者
の
方
で
す
。
た
だ
し
、
保

険
料
納
付
の
免
除
・
猶
予
を
受
け

て
い
る
方
や
国
民
年
金
基
金
に
加

入
し
て
い
る
方
は
、
加
入
で
き
ま

せ
ん
。

付
加
保
険
料
は
「
1
カ
月
4
0

0
円
」
で
、
付
加
年
金
の
年
金
額

は
「
2
0
0
円
×
付
加
保
険
料
納

付
月
数
」（
65
歳
か
ら
老
齢
基
礎

年
金
を
受
給
す
る
場
合
）
と
な
り

ま
す
。
つ
ま
り
、
保
険
料
4
0
0

円
に
対
し
て
年
金
額
が
2
0
0
円

で
す
か
ら
、
受
給
開
始
か
ら
2
年

間
で
付
加
保
険
料
納
付
済
相
当
分

の
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

な
お
、
付
加
年
金
は
、
老
齢
基

礎
年
金
の
受
給
権
を
得
た
月
の
翌

月
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。
老
齢
基

礎
年
金
を
繰
上
げ
受
給
（
60
歳
〜

64
歳
で
受
給
）、
ま
た
は
繰
下
げ

受
給
（
66
歳
以
降
受
給
）
す
る
場

合
は
、
付
加
年
金
も
繰
上
げ
・
繰

下
げ
受
給
と
な
り
、
老
齢
基
礎
年

金
の
減
額
率
・
増
額
率
に
応
じ
て

減
額
・
増
額
さ
れ
ま
す
。

《
問
合
せ
》

▽
兵
庫
社
会
保
険
事
務
局
豊
岡
事

務
所
蕁
22
―
3
1
9
6

※
社
会
保
険
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.sia.go.jp/

平
成
18
年
7
月
分
か
ら
の
免
除

申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
年

金
の
納
付
が
困
難
な
と
き
に
は
、

申
請
し
、
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料

を
納
め
る
こ
と
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

▼
免
除
の
区
分

①
全
額
免
除
　
保
険
料
が
全
額
免

除
さ
れ
ま
す
。

②
一
部
免
除

・
4
分
の
3
免
除
…
保
険
料
の
4

分
の
1
の
保
険
料
（
3
、
4
7

0
円
）
を
納
め
ま
す
。

・
半
額
免
除
…
保
険
料
の
半
分

（
6
、
9
3
0
円
）
を
納
め
ま

す
。

・
4
分
の
1
免
除
…
保
険
料
の
4

分
の
3
の
保
険
料
（
1
0
、
4

0
0
円
）
を
納
め
ま
す
。

③
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
　
30
歳

未
満
の
方
が
利
用
で
き
ま
す
。

④
学
生
納
付
特
例
制
度
　
学
生
を

対
象
と
し
て
い
ま
す
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

○
年
金
手
帳
・
認
印

○
平
成
18
年
度
の
所
得
課
税
証
明

書
（
平
成
18
年
1
月
1
日
に
豊

岡
市
に
住
所
が
な
い
方
の
み
）

○
平
成
17
年
4
月
1
日
離
職
以
降

の
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
ま

た
は
、
雇
用
保
険
被
保
険
者
離

職
票
（
失
業
の
方
の
み
）

○
学
生
証
（
両
面
コ
ピ
ー
）
ま
た

は
、
在
学
証
明
書
（
学
生
の
方

の
み
）

※
所
得
制
限
（
5
月
25
日
発
行
の

市
広
報
掲
載
）
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、一
部
免
除
に
つ
い
て
は
、

一
部
納
付
保
険
料
を
2
年
以
内
に

納
め
な
い
と
、
一
部
免
除
も
無
効

（
未
納
と
同
じ
）
に
な
り
ま
す
。

年
金
相
談
窓
口
を
次
の
と
お
り

時
間
延
長
し
ま
す
。

な
お
、
お
越
し
の
際
に
は
、
年

金
手
帳
な
ど
基
礎
年
金
番
号
の
わ

か
る
も
の
を
持
参
く
だ
さ
い
。

●
9
月
9
日（
土
）は

午
前
9
時
30
分
〜
午
後
4
時

●
9
月
4
日（
月
）・
11
日（
月
）・

19
日（
火
）・
25
日（
月
）は

午
前
9
時
〜
午
後
7
時

《
問
合
せ
》

▽
兵
庫
社
会
保
険
事
務
局
豊
岡

事
務
所
蕁
22
―
3
1
9
6

▽
市
民
課
市
民
係
ま
た
は
各
総

合
支
所
市
民
生
活
課

年
金
相
談
窓
口
を
時
間
延
長

付
加
保
険
料
を
納
付
し
て

年
金
額
を
増
や
し
ま
せ
ん
か

付
加
年
金
制
度

国
民
年
金
保
険
料

免
除
を
希
望
の
方
へ

兵
庫
社
会
保
険
事
務
局
豊
岡

事
務
所
か
ら
の
お
知
ら
せ


